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IFRS 新基準等および未発効基準等の一覧 
2019 年 12 月末現在 
 
2019年 12 月 31 日現在で公表されている新基準、新解釈指針および改訂基準（以下、基準等）について、次の（a）と（b）の 2 つのセクショ

ンでそれぞれ該当する基準等をまとめています。 
 
（a） 2019年 1 月 1日以後に開始する事業年度に適用となる新基準等 
（b） 2020年 1 月 1日以後に発効となる基準等（未発効基準等）－基準等は公表されているものの、2019年 12 月 31日に終了する事

業年度に強制適用されない基準等 
 

（a） 2019 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度に適用となる新基準等 
 
公表日 タイトル 重要な要求事項 発効日 * PwC 速報解説 

2016 年 1 月 13 日 IFRS 第 16 号「リース」 IFRS 第 16 号は、主に借手の会計処理に影響を与え、ほぼすべてのリ

ースを貸借対照表上で認識することになる。本基準では、借手にとって、

オペレーティング・リースとファイナンス・リースの現行の区分がなくなり、

ほぼすべてのリース契約について、資産（リース項目を使用する権利）の

認識および賃借料の支払に関する金融負債の認識が要求される。短期

リースおよび少額リースについては、任意による免除規定を適用できる。 

費用合計は、リースの前半の年度に多く、後半の年度に少なくなるため、

損益計算書も影響を受ける。さらに、営業費用は利息および減価償却に

置き換えられるため、EBITDA のような主要な指標が変動することにな

る。 

リース負債の元本部分の現金払いが財務活動に分類されることから、営

業活動によるキャッシュ・フローが増えることになる。利息を反映する支

払の一部のみを、引き続き営業活動によるキャッシュ・フローに表示でき

る。 

貸手の会計処理には大きな変更はない。リースの定義に新しいガイダン

スが示されたことで、一定の違いが生じる場合もありうる。 

IFRS 第 16 号では、契約が対価と引き換えに特定された資産の使用を

支配する権利を一定期間にわたり移転する場合、その契約はリースであ

るか、またはリースを含んでいる。 

2019 年 1 月 1 日 

IFRS 第 15 号が同

時に適用される場

合にのみ、早期適

用が認められる 

2016/01/13 IASB が

リース会計に関する

新基準をついに公表 
【速報解説】 

2017 年 6 月 7 日 IFRIC 第 23 号「法人所

得税の税務処理に関す

る不確実性」 

本解釈指針は、税務処理が不確実な場合に、繰延税金資産および繰延

税金負債ならびに当期税金資産および負債を認識し、測定する方法に

ついて説明している。特に、以下の点について議論している。 

• 適切な会計単位をどのように決定するか、そして不確実な税務処

理は、不確実性の解消をより良く予測するかによって、別々に、ま

たは一緒にグループとして考慮される。 
• 企業は税務当局が不確実な税務処理を調査し、すべての関連す

る情報についての十分な知識を有していると仮定しなければなら

ない。すなわち、発見リスクは無視される。 
• 税務当局が当該処理を受け入れる可能性が低い場合、企業は不

確実性の影響を法人所得税の会計処理に反映させるべきである。 
• 不確実性の影響は、不確実性の解消をより良く予測できるように、

最も可能性の高い金額または期待値法を用いて測定されるべきで

ある。 
• 行われた判断および見積りは、状況が変化した場合、または判断

に影響を及ぼす新たな情報が存在する場合には、再評価されなけ

ればならない。 

新たな開示要求事項はないが、企業は、財務諸表を作成する際に行わ

れた判断や見積りに関する情報を提供するという一般的な要求事項に

留意すべきである。 

2019 年 1 月 1 日 2017/06/08 （ IASB/
法人所得税）  IASB
が IFRIC 第 23 号「法

人所得税務処理に関

する不確実性」を公表 
【速報解説】 

2017 年 10 月 12 日 負の補償を伴う期限前償

還要素－IFRS 第 9 号の

修正 

2017 年 10 月に IFRS 第 9 号「金融商品」に改訂された狭い範囲の修正

により、企業は、負の補償を伴う期限前償還可能な金融資産の一部を償

却原価で測定することが可能になった。これらの資産は、一部の貸付金

および負債性証券を含み、IFRS 第 9 号の修正がなかったならば、純損

益を通じて公正価値（FVPL）で測定されていた。 

償却原価で測定するものとして適格となるためには、負の補償は「契約

の早期終了に対しての合理的な補償」でなければならず、資産は「回収

するために保有される」事業モデルで保有されていなければならない。 

2019 年 1 月 1 日 2017/10/13 （ IASB/
金融商品）  IASB が

IFRS 第 9 号「金融商

品」の修正を公表－

負の補償を伴う期限

前償還要素および金

融負債の条件変更 
【速報解説】 
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公表日 タイトル 重要な要求事項 発効日 * PwC 速報解説 

2017 年 10 月 12 日 関連会社及び共同支配

企業に対する長期持分

－IAS 第 28 号の修正 

この修正により、実質的には関連会社または共同支配企業に対する純

投資の一部を構成するが、持分法を適用しない関連会社または共同支

配企業に対する長期持分の会計処理が明確になった。企業は、IAS 第

28 号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」における損失の配分

および減損の要求事項を適用する前に、IFRS 第 9 号「金融商品」に基

づき当該持分を会計処理しなければならない。 

2019 年 1 月 1 日 2017/10/12 IASB が

IAS 第 28 号「関連会

社及び共同支配企業

に対する投資」の狭い

範囲の修正を公表 
【速報】 

2017 年 12 月 12 日 IFRS 基準の年次改善

2015-2017 年サイクル 
2017 年 12 月に、以下の改善が最終化された。 

• IFRS 第 3 号「企業結合」－共同支配事業である事業の支配獲得

は段階的に達成される企業結合であることを明確化した。 

• IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」－共同支配事業である事業の

共同支配を獲得する当事者は、当該共同支配事業に関して以前

に保有していた持分を再測定すべきではないことを明確化した。 

• IAS 第 12 号「法人所得税」－資本に分類される金融商品に係る

配当の法人所得税への影響は、分配可能利益を生み出した過去

の取引または事象が認識された場所に従って認識されなければな

らないことを明確化した。 

• IAS 第 23 号「借入コスト」－関連する適格資産が意図した使用ま

たは販売の準備ができた後に、特定の借入が未決済のまま残って

いる場合、それは一般借入の一部となることを明確化した。 

2019 年 1 月 1 日 2017/12/21 （ IASB/
年次改善）  IASB が

IFRS 基準の年次改

善 2015-2017 年サイ

クルを公表 【速報解

説】 

2018 年 2 月 7 日 制度改定、縮小又は清算

－IAS 第 19 号の修正 
IAS 第 19 号「従業員給付」の修正は、確定給付型年金制度の改訂、縮

小および清算に関する会計処理を明確化している。企業が以下のことを

行わなければならないことを確認している。 

• 制度改訂、縮小または清算後の報告期間の残りの期間について、

変更日から最新の仮定を使用して、当期勤務費用および利息純額

を計算する。 

• 資産超過の減額は、過去勤務費用の一部として、または清算損益

として直ちに純損益に認識する。すなわち、資産超過の減額は、た

とえ資産上限額の影響によって当該資産超過が以前に認識され

ていなかったとしても、純損益として認識しなければならない。 

その他の包括利益を通じて資産上限額の変動を別個に認識する。 

2019 年 1 月 1 日 2018/02/13 （ IFRS/
従業員給付）  IASB
が IAS 第 19 号「従業

員給付」の修正（制度

改訂、縮小または清

算）を公表  【速報解

説】 

* 所定の日付以後に開始する報告期間に適用 

 
  

https://inform.pwc.com/s/IFRS%E3%81%AE%E9%80%9F%E5%A0%B1/2017_10_12_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC28%E5%8F%B7_%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%94%AF%E9%85%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%95%E8%B3%87_%E3%81%AE%E7%8B%AD%E3%81%84%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1/informContent/1704131710064022#ic_1704131710064022
https://inform.pwc.com/s/IFRS%E3%81%AE%E9%80%9F%E5%A0%B1/2017_10_12_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC28%E5%8F%B7_%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%94%AF%E9%85%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%95%E8%B3%87_%E3%81%AE%E7%8B%AD%E3%81%84%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1/informContent/1704131710064022#ic_1704131710064022
https://inform.pwc.com/s/IFRS%E3%81%AE%E9%80%9F%E5%A0%B1/2017_10_12_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC28%E5%8F%B7_%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%94%AF%E9%85%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%95%E8%B3%87_%E3%81%AE%E7%8B%AD%E3%81%84%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1/informContent/1704131710064022#ic_1704131710064022
https://inform.pwc.com/s/IFRS%E3%81%AE%E9%80%9F%E5%A0%B1/2017_10_12_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC28%E5%8F%B7_%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%94%AF%E9%85%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%95%E8%B3%87_%E3%81%AE%E7%8B%AD%E3%81%84%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1/informContent/1704131710064022#ic_1704131710064022
https://inform.pwc.com/s/IFRS%E3%81%AE%E9%80%9F%E5%A0%B1/2017_10_12_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC28%E5%8F%B7_%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%94%AF%E9%85%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%95%E8%B3%87_%E3%81%AE%E7%8B%AD%E3%81%84%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1/informContent/1704131710064022#ic_1704131710064022
https://inform.pwc.com/s/IFRS%E3%81%AE%E9%80%9F%E5%A0%B1/2017_10_12_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC28%E5%8F%B7_%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%94%AF%E9%85%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%95%E8%B3%87_%E3%81%AE%E7%8B%AD%E3%81%84%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1/informContent/1704131710064022#ic_1704131710064022
https://inform.pwc.com/s/2017_12_21_IASB_%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%842015_2017%E5%B9%B4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1703264112061690#ic_1703264112061690
https://inform.pwc.com/s/2017_12_21_IASB_%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%842015_2017%E5%B9%B4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1703264112061690#ic_1703264112061690
https://inform.pwc.com/s/2017_12_21_IASB_%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%842015_2017%E5%B9%B4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1703264112061690#ic_1703264112061690
https://inform.pwc.com/s/2017_12_21_IASB_%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%842015_2017%E5%B9%B4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1703264112061690#ic_1703264112061690
https://inform.pwc.com/s/2017_12_21_IASB_%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%842015_2017%E5%B9%B4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1703264112061690#ic_1703264112061690
https://inform.pwc.com/s/2017_12_21_IASB_%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E5%96%842015_2017%E5%B9%B4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1703264112061690#ic_1703264112061690
https://inform.pwc.com/s/2018_02_13_IFRS_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC19%E5%8F%B7_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3_%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E8%A8%82_%E7%B8%AE%E5%B0%8F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%B8%85%E7%AE%97_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1823160202057276#ic_1823160202057276
https://inform.pwc.com/s/2018_02_13_IFRS_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC19%E5%8F%B7_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3_%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E8%A8%82_%E7%B8%AE%E5%B0%8F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%B8%85%E7%AE%97_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1823160202057276#ic_1823160202057276
https://inform.pwc.com/s/2018_02_13_IFRS_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC19%E5%8F%B7_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3_%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E8%A8%82_%E7%B8%AE%E5%B0%8F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%B8%85%E7%AE%97_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1823160202057276#ic_1823160202057276
https://inform.pwc.com/s/2018_02_13_IFRS_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC19%E5%8F%B7_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3_%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E8%A8%82_%E7%B8%AE%E5%B0%8F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%B8%85%E7%AE%97_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1823160202057276#ic_1823160202057276
https://inform.pwc.com/s/2018_02_13_IFRS_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC19%E5%8F%B7_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3_%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E8%A8%82_%E7%B8%AE%E5%B0%8F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%B8%85%E7%AE%97_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1823160202057276#ic_1823160202057276
https://inform.pwc.com/s/2018_02_13_IFRS_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC19%E5%8F%B7_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3_%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E8%A8%82_%E7%B8%AE%E5%B0%8F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%B8%85%E7%AE%97_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1823160202057276#ic_1823160202057276
https://inform.pwc.com/s/2018_02_13_IFRS_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_IASB%E3%81%8CIAS%E7%AC%AC19%E5%8F%B7_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%BB%98_%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3_%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E8%A8%82_%E7%B8%AE%E5%B0%8F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%B8%85%E7%AE%97_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1823160202057276#ic_1823160202057276
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（b） 2020 年 1 月 1 日以後に発効する基準等（未発効基準等） 
 
基準および解釈指針は公表されているものの、2019 年 12 月 31 日に終了する事業年度に強制適用されない基準等となります。いず

れも早期適用が可能です（一部条件あり：表中の発効日欄参照）。 
直近に公表された基準等の情報は、PwC のウェブサイト www.pwc.com/ifrs を参照ください。 
 
公表日 タイトル 重要な要求事項 発効日 * PwC 速報解説 

2017 年 5 月 18 日 IFRS 第 17 号「保険契約」 IFRS 第 17 号は、IFRS 第 4 号「保険契約」を置き換えるものとして、

2017 年 5 月に公表された。IFRS 第 17 号は、現在測定モデルを適用し

て各報告期間に見積りを再測定することを要求している。契約は、以下

で構成されるビルディング・ブロックに基づいて測定される。 

• 確率加重された割引後キャッシュ・フロー 

• 明示的なリスク調整 

• カバー期間にわたり収益として認識される契約の未稼得利益を表

す契約上のサービス・マージン（CSM） 

IFRS 第 17 号は、割引率の変動を損益計算書またはその他の包括利益

のいずれかに認識する選択を認めている。この選択は、IFRS 第 9 号に

基づき保険会社が金融資産をどのように会計処理するかを反映させる可

能性がある。 

損害保険会社が引き受けることの多い短期契約の残存カバー期間に係

る負債については、簡素化された手数料配分アプローチを任意で適用す

ることが認められている。 

基礎となる項目から生じる収益に対して保険契約者が持分を有する、生

命保険会社によって引き受けられる一部契約について、一般モデルの修

正である、「変動手数料アプローチ」と呼ばれるアプローチがある。 

この変動手数料アプローチを適用する場合、基礎となる項目の公正価値

の変動に対する企業の持分は、契約上のサービス・マージンに含まれ

る。そのため、このモデルを使用する保険会社の業績は、一般モデルに

基づくよりも変動性が低下する可能性が高い。 

この新基準は、保険契約または裁量権のある有配当性の投資契約を発

行するすべての企業の財務諸表および主要な業績指標に影響を与える

と考えられる。 

2021 年 1 月 1 日

（2022 年 1 月 1 日

に延期する見込） 

2017/05/19 （IASB/
保険契約） IASB が

IFRS 第 17 号「保険

契約」を公表－保険

契約会計の新時代が

始まる 【速報解説】 

2018 年 3 月 29 日 財務報告に関する概念フ

レームワークの改訂 
IASB は、「概念フレームワーク」を改訂した。これは、基準設定の決定に

おいて使用されるもので、即時に発効する。主な変更点は、以下を含

む。 

• 財務報告の目的における、受託責任（stewardship）の卓立性を高

めること 

• 慎重性（prudence）を、中立性の構成要素として再導入すること 

• 報告企業について、法的な企業または企業の一部である可能性も

あると定義すること 

• 資産および負債の定義を改訂すること 

• 認識に関する蓋然性の閾値を削除し、認識の中止に関するガイダ

ンスを追加すること 

• 異なる測定基礎に関するガイダンスを追加すること 

• 純損益が主な業績指標であること、また、原則として、その他の包

括利益に含めた収益および費用は、財務諸表の目的適合性また

は忠実な表現を高める場合には、純損益に振り替えるべきである

ことを記載すること 

現行の会計基準には変更は加えられない。ただし、会計基準で取り扱わ

れていない取引、事象または条件に関する会計方針を当該フレームワ

ークに基づいて設定する企業は、改訂版フレームワークを 2020 年１月１

日から適用する必要がある。企業は、改訂版フレームワークの下でも企

業の会計方針が引き続き適切であるかどうかを考慮する必要がある。 

2020 年 1 月 1 日 2018/04/05 IASB が

概念フレームワークを

改訂 【速報解説】 

2018 年 10 月 22 日 事業の定義－IFRS 第 3
号の修正 

改訂された「事業」の定義においては、取得には、一緒にアウトプットを創

出する能力に著しく寄与するインプットと実質的なプロセスが含まれてい

なければならない。 

「アウトプット」という用語の定義は、範囲を修正し、顧客への財もしくはサ

ービスの提供、投資収益や他の収益の創出に焦点を当てており、コスト

の低減またはその他の経済的便益という形でのリターンを除外してい

る。 

本修正により、資産の取得として会計処理される取得の数が増えること

になると考えられる。 

2020 年 1 月 1 日 2018/10/22 IFRS 第

3 号「企業結合」の修

正－事業定義 【速報

解説】 

 

http://www.pwc.com/ifrs
https://inform.pwc.com/s/2017_05_19_IASB_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E7%AC%AC17%E5%8F%B7_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1742223705044168#ic_1742223705044168
https://inform.pwc.com/s/2017_05_19_IASB_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E7%AC%AC17%E5%8F%B7_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1742223705044168#ic_1742223705044168
https://inform.pwc.com/s/2017_05_19_IASB_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E7%AC%AC17%E5%8F%B7_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1742223705044168#ic_1742223705044168
https://inform.pwc.com/s/2017_05_19_IASB_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E7%AC%AC17%E5%8F%B7_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1742223705044168#ic_1742223705044168
https://inform.pwc.com/s/2017_05_19_IASB_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E7%AC%AC17%E5%8F%B7_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1742223705044168#ic_1742223705044168
https://inform.pwc.com/s/2017_05_19_IASB_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_IASB%E3%81%8CIFRS%E7%AC%AC17%E5%8F%B7_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84_%E3%82%92%E5%85%AC%E8%A1%A8_%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1742223705044168#ic_1742223705044168
https://inform.pwc.com/s/2018_04_05_IASB%E3%81%8C%E6%A6%82%E5%BF%B5%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%92%E6%94%B9%E8%A8%82_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1819114504053365#ic_1819114504053365
https://inform.pwc.com/s/2018_04_05_IASB%E3%81%8C%E6%A6%82%E5%BF%B5%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%92%E6%94%B9%E8%A8%82_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1819114504053365#ic_1819114504053365
https://inform.pwc.com/s/2018_04_05_IASB%E3%81%8C%E6%A6%82%E5%BF%B5%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%92%E6%94%B9%E8%A8%82_%E9%80%9F%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1819114504053365#ic_1819114504053365
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1824264810061263
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1824264810061263
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1824264810061263
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1824264810061263


 

4 

公表日 タイトル 重要な要求事項 発効日 * PwC 速報解説 

2018 年 10 月 31 日 「重要性がある」の定義－

IAS 第 1 号および IAS 第

8 号の修正 

IASB は、IFRS 基準と「財務報告に関する概念フレームワーク」との間

で、首尾一貫した重要性の定義を用いるように、IAS 第 1 号「財務諸表

の表示」および IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤

謬」を修正した。当該修正は、情報に「重要性がある」のはどのような場

合かを明確化し、IAS 第 1 号における重要でない情報に関するガイダン

スの一部を取り込んでいる。 

本修正は、特に以下を明確化している。 

•  「情報を覆い隠す」という文言は、その情報を省略または誤表示す

るのと同様の効果を有する状況に対処するものであり、企業は、

財務諸表全体の文脈において重要性があるかどうかを評価するこ

とを明確化した。 

• 一般目的財務諸表が対象とする「一般目的財務諸表の主要な利

用者」について、必要とする財務情報の多くを一般目的財務諸表

に依拠しなければならない「現在のおよび潜在的な投資者、融資

者および他の債権者」と定義することにより、その意味を明確化し

た。 

2020 年 1 月 1 日 2018/11/05 「重要性

がある」の定義の修正

（IAS 第 1 号および

IAS 第 8 号の修正） 
【速報解説】 

 

2019 年 9 月 26 日 金利指標改革－IFRS 第

9 号、IAS 第 39 号および

IFRS 第 7 号の修正 

IASB は、金利指標改革（「IBOR 改革」）に関連して、LIBOR 等の現行

の金利指標を代替的な金利に置き換える前の期間において財務報告に

影響を与える論点を検討し、IFRS 第 9 号、IAS 第 39 号および IFRS 第

7 号の修正を公表した。 

この修正は、ヘッジ会計に関連するものであり、IBOR 改革は、通常、ヘ

ッジ会計の終了をもたらすべきではないという内容である。しかし、ヘッジ

の非有効部分については、引き続き損益計算書に計上しなければならな

い。銀行間取引金利（「IBOR」）に基づく契約に関わるヘッジが広く存在

することを考慮すると、この救済措置はすべての業種の企業に影響を及

ぼすことになる。 

なお、IASB は、この修正をもってプロジェクトのフェーズ 1 の完了とし、

現在はフェーズ 2 に移って LIBOR 等の金利指標を代替金利に置き換え

る時に財務報告に影響を与える可能性のある論点の議論を行っている。 

2020 年 1 月 1 日 2019/09/26 IFRS 第

9 号、IAS 第 39 号お

よび IFRS 第 7 号の

修正－金利指標改革

【速報解説】 

* 所定の日付以後に開始する報告期間に適用 
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